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緊 急 要 望 書 

 

 この度の東日本大震災続いて起こった福島第一原子力発電所の重大な事故に

際し、政府及び東京電力の必死な対応に対して、心から感謝し、御礼申し上げ

ます。 

 東日本大震災、津波の引いた後は、この世のものとは思えない、地獄絵まき

の様な、瓦礫と黒い泥、その中に死体がごろごろと散乱し、言葉をなくしまし

た。更に悪い事には、翌朝、５時４４分原発の事故が報道され、直ちに１０ｋ

ｍ圏内避難指示、夕方には２０ｋｍ圏内の住民対しても、避難指示が出されま

した。二重、三重の災難が、次々と間を告げずに襲いかかり、混乱の中、市民

は冷静さを失いました。 

この緊急事態の中で我々は、被災者の生命を守るべく、それぞれの立場で、

必死に使命を果たしてきたところであります。 

 しかしながら、ここにいたって、我々本来の生業としての医業に戻ろうとし

ても、自分の戻る場所が無いことに気づいて、唖然としているところでござい

ます。 

 特に南相馬市は、福島第一原発より２０ｋｍの範囲内及び２０ｋｍ－３０ｋ

ｍの範囲内に入っており、現在も尚避難勧告がだされ、医業を今までのように

継続することが丌可能な状態で、全く見通しが立ちません。２０ｋｍ以内の、

立ち入る事すら出来ない、小高区の医療機関、毎日、待っても患者が来ない小

児科、お産する人が全くいなくなった産婦人科、高齢者が多い中、緊急救命出

来るにも関わらず、入院させることが出来ない病院群、住民と共に生き、使命

を果たそうと必死に取り組んでも、何も進みません。 

 つきましては、次の様な緊急要望をお願いいたします。 

 

一、 国、東京電力に対する各医療機関への補償支援 

二、 国の保護による緊急融資支援 

三、 納税及び予定納税の免除 

四、 地域医療の整備、特に、緊急入院患者に対するベット使用の許可 

五、 地域再生に対しては、世界に名だたる巨大研究機関の設置、被爆医療の

研究、自然エネルギーの研究、全ての田んぼを借り上げ巨大なソーラー

発電所を造る、バイオ、波動エネルギー、風力等、次に環境浄化の研究、



セシウムの除去法の開発、バイオテクノロジーによりセシウムとカリウ

ムを間違える植物の開発等、海の浄化、魚の研究等世界中から研究者が

集まり、世界をうならせる様な事をこの地域で行なう。 

六、 その研究所から発生した成果を実践する地元の中小企業群の養成等。 
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